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※IAPH（国際港湾協会）が運営するEnvironmental Ship Index制度の略
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減免する事由
減免額

減免開始日時
入港料 岸壁使用料

１
ESI制度※対象船舶でスコア30以上の船舶及び
グリーンアウォード財団の認証船舶

15％
相当額

ー 2017年４月１日

２
LNG燃料船
（ただし、LNG運搬船は対象外）

全額 ー 2021年４月１日

３
LNGバンカリング船
（LNG以外の燃料供給も可能な船舶）

全額
全額

（75％相当額）
2021年４月１日

４ メタノール燃料船 全額 ー 2026年１月１日

５
横浜港において混合比率24％以上のバイオ燃料混合油を
300トン以上補油した船舶（バイオ燃料使用船）

全額 ー 2026年１月１日

入港時 バンカリング時 出港時

制度５の場合
（バイオ
燃料使用船）

制度１～４の
場合

BDR
(N)

入港届

減免
申請 Evidence＋

入港届

減免
申請 ＋ BDR

(N) 本船側
船舶代理店が
横浜港システム

へ入力

BDR
(N)

紙 データ

データ

時系列

提出
書類

BDR
(N)

本船で
紙⇒データ

（２）手続きの流れ

横浜市は、横浜港の国際競争力の強化及び港湾・海運の脱炭素化の取組を推進するため、
環境に配慮した船舶の寄港の促進を図るインセンティブ制度を運用しています。

（１） 制度一覧

※BDR(N）・・・Bunker Delivery Receipt (Note) 、バンカーデリバリーレシート（ノート）

0. はじめに

1. 制度概要

上記の制度のうち「５．バイオ燃料使用船」だけが申請手続きにあたりバンカーデリバリーレシート
（ノート）(略称：BDR(N))を必要とします。BDR(N)の入手方法については、申請者様にて本船を含む
関係者と事前のご確認をお願いいたします。

【BDR(N)入手方法の一例】



２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（１）ESIスコア30以上及びグリーンアウォード財団認証船
１．減免の対象（①・②共に船種は問いません。）
①IAPHが運営するESIスコアが30以上で横浜港に入港する外航船
②グリーンアウォード財団の認証を取得した横浜港に入港する外航船

２．減免額
入港料15％相当額

３．必要書類
①入港料減免申請書
②ESI、グリーンアウォード共に制度運営者が発行するCertificate（証書）の写し
  ※Certificate（証書）は申請の都度提出が必要です。

４．書類提出時期・申請者・申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください

 FAXの場合は、横浜港埠頭株式会社 南部管理事務所 (045-621-9048) 
 までお願いします。

５．他のインセンティブと重複した場合
重複適用（上乗せ）します。ただし、100％を超える減免は実施しません。

６．注意事項
・認証期間を過ぎた証書（Certificate）では減免できません（基準は日本時間）。
・第一調定日（毎月第三営業日）までに、所定の必要書類を必ずご提出ください。

 ※調定日を含む手続きに関してご不明な点がございましたら、横浜港埠頭株式会社
南部管理事務所（045-621-9777）までご連絡ください。

※計算例

■ 横浜港に入港した外航船Ａ
総トン数 90,000トン ＥＳＩスコア 32.0

外航船Ａへの減免（入港料）
減免前 90,000トン×2.7円＝243,000円
減免額 243,000円×15％＝36,450円
支払額 243,000円－36,450円＝206,550円

■ 京浜３港に入港した外航船Ｂ
総トン数 40,000トン ＥＳＩスコア 32.0
グリーンアウォード財団認証取得

外航船Ｂへの減免（入港料）
減免前 40,000トン×2.7円＝108,000円
減免額（３港）   108,000円×2/3＝72,000円
減免額（環境） 108,000円×15％※＝16,200円

（※両制度の認証を得ていても、減免率は15％）
支払額
108,000円－（72,000円＋16,200円）＝19,800円
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➢入港料減免申請書のダウンロードURL
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/application.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>申請書（第３号様式）

➢申請書の「減免を受けようとする理由」欄について
横浜港では、入港料減免申請書の「減免を受けようとする理由」欄には、次のリンク先の「減免する事由」欄の文章を転記してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/shiyoryo/incentive.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>港湾の使用料>港湾施設使用料等のインセンティブ

※申請書以外の必要書類につきましても、FAX等により横浜港埠頭株式会社南部管理事務所（045-621-9048）宛にご提出ください。
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７．申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください。 

 FAX等で申請の場合は、下記記載例をご参照のうえ、横浜港埠頭株式会社
 南部管理事務所 (045-621-9048) までお願いします。

NACCS理由コード 1YH33：環境配慮船が入港したとき

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（１）ESIスコア30以上及びグリーンアウォード財団認証船



■ESIについて
➢ESIとは
   国際港湾協会（IAPH）主導のもと世界の港湾が結成したWPSP（World Port  

Sustainability Program）が運営。船舶からの大気汚染物質（NOX 、SOX 、 CO2）
等の排出削減を主目的とします。

➢認証期間      
６か月。【注】６か月毎に更新されますので御注意ください。

➢Certificateの入手方法
船社はWPSPのWebからCertificateを取得できます。
代理店等におかれましては、船社の当該部門からCertificateを
入手していただくようお願いします。

※（参考）WPSPのWebからCertificateを取得する方法
①ESIにログイン（IDは船社につき１つ）
②ESIのShipのページに入り、対象船を選択する
③船舶のページにあるCertificateのDownloadをクリックしてPDF形式で入手

➢グリーンアウォードとは
オランダに本部を置くグリーンアウォード財団が運営。環境配慮、
安全対策、船員の質の向上など幅広い項目を審査対象として
います。

➢認証期間
３年間

➢Certificateの入手方法
 グリーンアウォード財団から船社に交付されています。
代理店等におかれましては、船社の当該部門から
Certificateを入手していただくようお願いします。

■グリーンアウォード(GA)について

グリーンアウォードの
Certificateサンプル

ESIのCertificateサンプル
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２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（１）ESIスコア30以上及びグリーンアウォード財団認証船



１．減免の対象
  LNGを燃料とする船舶（以下、「LNG燃料船」）で横浜港に入港する船舶

    ※ ただし、 LNGを運搬する船舶を除く。

２．減免額
 入港料全額

３．必要書類
①入港料減免申請書
②下記のうちいずれかの証書の写し※

(客船)  旅客船安全証書(第１号様式)
(貨物船)  貨物船安全構造証書(第２号様式)

 貨物船安全証書(第５号様式)

※「海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令（昭和四十年運輸省令
第三十九号）」の第２条に規定されています。（第1号様式、第2号様式、第5号様式）

４．書類提出時期・申請者・申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください

 FAXの場合は、横浜港埠頭株式会社 南部管理事務所 (045-621-9048)
 までお願いします。

５．他のインセンティブと重複した場合
全額減免のため重複適用は実施しません。

６．注意事項
    有効期間を過ぎた証書の場合には減免できません（基準は日本時間）。
    第一調定日（毎月第三営業日）までに、所定の必要書類を必ずご提出ください。

※調定日を含む手続きに関してご不明な点がございましたら、横浜港埠頭株式会社
 南部管理事務所（045-621-9777）までご連絡ください。

【確認する項目】
〇船舶の要目；

 対象船舶の確認、
船舶の種類

〇利用燃料の確認（§2.2.）
〇証書の有効期間の確認
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２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（２）LNG燃料船



確認書類例 旅客船安全証書(第１号様式)
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次頁以降省略

P1 P2

P3

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（２）LNG燃料船



確認書類例 貨物船安全構造証書(第２号様式)

9

次頁以降省略

P1 P2

P3

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（２）LNG燃料船



確認書類例 貨物船安全証書(第５号様式)
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次頁以降省略

P1 P2

P3

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（２）LNG燃料船
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７．申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください。 

 FAX等で申請の場合は、下記記載例をご参照のうえ、横浜港埠頭株式会社
 南部管理事務所 (045-621-9048) までお願いします。

NACCS理由ード
1YH39： LNGを供給する船舶が横浜港に入港したとき
1YH40： LNGを燃料とする船舶が横浜港に入港したとき

➢入港料減免申請書のダウンロードURL
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/application.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>申請書（第３号様式）

➢申請書の「減免を受けようとする理由」欄について
横浜港では、入港料減免申請書の「減免を受けようとする理由」欄には、次のリンク先の「減免する事由」欄の文章を転記してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/shiyoryo/incentive.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>港湾の使用料>港湾施設使用料等のインセンティブ

※申請書以外の必要書類につきましても、FAX等により横浜港埠頭株式会社南部管理事務所（045-621-9048）宛にご提出ください。

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（２）LNG燃料船



１．減免の対象
 LNG燃料を供給する船舶（以下、「LNGバンカリング船」）で横浜港に入港する船舶

２．減免額

３．必要書類

 上記の表中のLNGバンカリング船の書類②は「海上における人命の安全のための国際条約等による証書に
 関する省令（昭和四十年運輸省令第三十九号）」の第２条に規定されています。（第5号様式2の2）

４．書類提出時期・申請者・申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  入港料減免申請はNACCS経由またはFAX等にてご提出ください。

 岸壁使用料減免申請と併せて申請する場合、P13の様式を参照してください。
 FAXの場合は、横浜港埠頭株式会社 南部管理事務所 (045-621-9048) 

 までお願いします。

５．他のインセンティブと重複した場合（入港料について）
全額減免のため重複適用は実施しません。

６．注意事項
    有効期間を過ぎた証書の場合には減免できません（基準は日本時間）。
    第一調定日（毎月第三営業日）までに、所定の必要書類を必ずご提出ください。

※調定日を含む手続きに関してご不明な点がございましたら、横浜港埠頭株式会社
 南部管理事務所 (045-621-9777) までご連絡ください。12

入港料 岸壁使用料
LNGバンカリング船（LNG運搬船を除く） 全額 全額
LNGバンカリング船（LNG運搬船を除く）のうち、LNG以外の燃料
も供給可能な設備を有する船舶 全額 75％相当額

入港料 岸壁使用料
①入港料減免申請書 ①岸壁使用料減免申請書
【②及び③または④を添付すること】
②国際液化ガスばら積船適合証書（IGC証書）
（第５号様式２の２）

③危険物取扱規程
（危規則第143条の２に基づき地方運輸局長が承認したもの）

④船舶検査証書
（船舶安全法第９条に基づき地方運輸局長が承認したもの）

【確認する項目】
〇船舶の要目；

対象船舶の確認、
船舶の種類

〇利用燃料の確認（§2.2.）
〇証書の有効期間の確認

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（３）LNGバンカリング船
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７．申請方法
・申請者 船社または代理店
・申請方法  FAX等にて横浜港埠頭株式会社南部管理事務所045-621-9048）

までご提出ください。 

➢入港料減免申請書のダウンロードURL
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/application.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>申請書（第16号様式）

➢申請書の「減免を受けようとする理由」欄について
横浜港では、入港料減免申請書の「減免を受けようとする理由」欄には、次のリンク先の「減免する事由」欄の文章を転記してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/shiyoryo/incentive.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>港湾の使用料>港湾施設使用料等のインセンティブ

※申請書以外の必要書類につきましても、FAX等により横浜港埠頭株式会社南部管理事務所（045-621-9048）宛にご提出ください。

横浜市長

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（３）LNGバンカリング船



１．減免の対象
 メタノールを燃料とする船舶（以下、「メタノール燃料船」）で横浜港に入港する船舶

２．減免額
入港料全額

３．必要書類
①入港料減免申請書
②下記のうちいずれかの証書の写し※

(客船)  旅客船安全証書(第１号様式)
(貨物船)  貨物船安全構造証書(第２号様式)

貨物船安全証書(第５号様式)
※「海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令（昭和四十年運輸省令

第三十九号）」の第２条に規定されています。（第1号様式、第2号様式、第5号様式）

４．書類提出時期・申請者・申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください

 FAXの場合は、横浜港埠頭株式会社 南部管理事務所 (045-621-9048) 
までお願いします。

５．他のインセンティブと重複した場合
全額減免のため重複適用は実施しません。

６．注意事項
    有効期間を過ぎた証書の場合には減免できません（基準は日本時間）。

第一調定日（毎月第三営業日）までに、所定の必要書類を必ずご提出ください。
※調定日を含む手続きに関してご不明な点がございましたら、横浜港埠頭株式会社

南部管理事務所 (045-621-9777) までご連絡ください。

【確認する項目】
〇船舶の要目； 対象船舶の確認
〇利用燃料の確認（§2.2.）
〇証書の有効期間の確認
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２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（４）メタノール燃料船



確認書類例 旅客船安全証書(第１号様式)
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次頁以降省略

P1 P2

P3

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（４）メタノール燃料船



確認書類例 貨物船安全構造証書(第２号様式)
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次頁以降省略

P1 P2

P3

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（４）メタノール燃料船



確認書類例 貨物船安全証書(第５号様式)
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次頁以降省略

P1 P2

P3

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（４）メタノール燃料船
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７．申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください。 

 FAX等で申請の場合は、下記記載例をご参照のうえ、横浜港埠頭株式会社
 南部管理事務所 (045-621-9048) までお願いします。

NACCS理由コード
1YH41：メタノールを燃料とする船舶が横浜港に入港したとき

➢入港料減免申請書のダウンロードURL
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/application.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>申請書（第３号様式）

➢申請書の「減免を受けようとする理由」欄について
横浜港では、入港料減免申請書の「減免を受けようとする理由」欄には、次のリンク先の「減免する事由」欄の文章を転記してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/shiyoryo/incentive.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>港湾の使用料>港湾施設使用料等のインセンティブ

※申請書以外の必要書類につきましても、FAX等により横浜港埠頭株式会社南部管理事務所（045-621-9048）宛にご提出ください。

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（４）メタノール燃料船



１．減免の対象
横浜港に入港したバイオ燃料使用船が、横浜港において混合比率24％以上のバイオ燃料
混合油を一度に300トン以上補油したとき

２．減免額
入港料全額

３．必要書類
①入港料減免申請書
②バンカーデリバリーレシート（ノート）
※Bunker Delivery Receipt（Note）

４．書類提出時期・申請者・申請方法
・提出時期 BDR(N)を入手してから、ご提出ください
・申請者 代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください

 FAXの場合は、横浜港埠頭株式会社 南部管理事務所 (045-621-9048) 
までお願いします。

５．他のインセンティブと重複した場合
全額減免のため重複適用は実施しません。

６．注意事項
第一調定日（毎月第三営業日）までに、所定の必要書類を必ずご提出ください。
※調定日を含む手続きに関してご不明な点がございましたら、横浜港埠頭株式会社

南部管理事務所（045-621-9777）までご連絡ください。
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【確認する項目】
〇M/S S/S （船名）
〇Delivery date from Depot （燃料補給日）
〇Description(grade) (内容/グレード（油種・格））
〇Port(of Bunkering) (燃料補給を行った港）
〇Quantity(Delivered) Metric Ton

(供給数量 メトリックトン）

入港時 バンカリング時 出港時

バイオ
燃料使用船
の場合

BDR
(N)

入港届

減免
申請 ＋ BDR

(N) 本船側
船舶代理店が
横浜港システム

へ入力

BDR
(N)

紙 データ

データ

時系列

提出
書類

BDR
(N)

本船で
紙⇒データ

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（５）バイオ燃料使用船

【BDR(N)入手方法の一例】
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確認書類 バンカーデリバリーレシート（ノート）

※ 燃料サプライヤーによって様式は異なります。

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（５）バイオ燃料使用船

B24以上であること

横浜港であること

1回あたり300トン
以上であること
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７．申請方法
・提出時期 入港届と併せてご提出ください。
・申請者 船社または代理店
・申請方法  NACCS経由またはFAX等にてご提出ください。 

 FAX等で申請の場合は、下記記載例をご参照のうえ、横浜港埠頭株式会社
 南部管理事務所 (045-621-9048) までお願いします。

NACCS理由コード
1YH42：横浜港に入港した船舶が横浜港において混合比率

24％以上のバイオ燃料混合油を300トン以上補油
したとき

➢入港料減免申請書のダウンロードURL
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/application.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>申請書（第３号様式）

➢申請書の「減免を受けようとする理由」欄について
横浜港では、入港料減免申請書の「減免を受けようとする理由」欄には、次のリンク先の「減免する事由」欄の文章を転記してください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/business-support/shiyoryo/incentive.html
トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>港湾>ビジネスサポート情報一覧>港湾の使用料>港湾施設使用料等のインセンティブ

※申請書以外の必要書類につきましても、FAX等により横浜港埠頭株式会社南部管理事務所（045-621-9048）宛にご提出ください。

２. 各インセンティブ制度の内容・手続き
（５）バイオ燃料使用船



NACCSコーナーP1
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３．参考資料
（１）NACCSによる減免申請の流れ

手順１ 申請メインメニューから入港料減免・還付申請（WER)を選択

手順２ 入港料減免申請書を選択し送信
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P.26「NACCS減免申請にお
ける入港料減免理由コード」
をご覧ください。

手順３ 項目を入力

「減免を受けようとする理由
欄」に当該減免コードの減免
項目名称が反映されます。 

３．参考資料
（１）NACCSによる減免申請の流れ

「入港料の額」
「減免を受けようとする額」
は必ず入力してください。

横浜港港湾管理者



24

手順４ エラーチェックボタンを押してエラーをチェックする

手順５ この書類を一時保存ボタンを押す

３．参考資料
（１）NACCSによる減免申請の流れ

手順６ 保存する
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手順７ 入港料減免申請書に を入れ送信ボタンを押す

３．参考資料
（１）NACCSによる減免申請の流れ

手順８ 送信完了画面

以上で、NACCSによる申請は完了です。
その他の必要書類につきましては、FAX等により
横浜港埠頭株式会社南部管理事務所
（045-621-9048）にご提出ください。
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2026.1.1～ 下記の減免コードが選択可能です。

1YH41 メタノールを燃料とする船舶が横浜港に入港したとき

1YH42 横浜港に入港した船舶が横浜港において混合比率24％以上のバイオ燃料混合油を300トン以上補油したとき

３．参考資料
（２）NACCS減免申請における入港料減免理由コード一覧
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［制度に関して］
  横浜市 港湾局 政策調整課        TEL 045-671-7165

［手続に関して］
横浜港埠頭株式会社 南部管理事務所  TEL 045-621-9777

［NACCSシステム操作に関して］
輸出入・港湾関連情報処理センター㈱ ヘルプデスク TEL 0120-794-550

４. お問い合わせ先
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